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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　個体における認知を強化する方法であって、二本鎖ＲＮＡ－タンパク質依存性キナーゼ
の阻害剤の治療有効量を前記個体に与える段階を含む、方法。
【請求項２】
　前記阻害剤が、タンパク質、核酸または小分子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記阻害剤が小分子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記個体が検出可能な認知機能障害を何ら有しない、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記個体が、アルツハイマー病、パーキンソン病を有するか、あるいは、高齢である、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記阻害剤が、下記の一般式：
【化１】

（式中、
Ｘは、Ｈ、ＯＨ、ＳＨ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、ＮＨ、ＣＨ、ＣＨ２またはＣ＝Ｏであり、
Ｚは、Ｈ、ＯＨ、ＳＨ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、ＮＨ、ＣＨ、ＣＨ２またはＣ＝Ｏであり、
Ｒは、Ｈ；Ｏ、ＮＨ２；またはＯＨであり、
Ｙは、ＣＨ２；ＣＨ、Ｎ、ＮＨ、ＣまたはＯであり、
Ｌは、Ｈ、ＯＨ、ＳＨ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、ＮＨ、ＣＨ、ＣＨ２またはＣ＝Ｏであり、
ｍは０または１であり、
ただし、Ｌが、Ｈ、ＯＨまたはＳＨであり、かつ、Ｘが、Ｈ、ＯＨまたはＳＨであるとき
、Ｚ、ＹおよびＲは存在せず；
ただし、Ｘが、Ｈ、ＯＨまたはＳＨであり、かつ、Ｚが、Ｈ、ＯＨまたはＳＨであるとき
、ＹおよびＲは存在せず；
ただし、ＸがＮまたはＣＨであるとき、ＸはＹとの二重結合を形成し；
ただし、Ｘが、Ｏ、Ｓ、ＮＨ、ＣＨ２またはＣ＝Ｏであるとき、ＸはＹとの単結合を形成
し；
ただし、ＸがＹとの二重結合を形成するとき、ＺはＹとの単結合を形成し；
ただし、ＺがＹとの二重結合を形成するとき、ＸはＹとの単結合を形成し；
ただし、ＺがＮまたはＣＨであるとき、ＺはＹとの二重結合を形成し；
ただし、Ｚが、Ｏ、Ｓ、ＮＨ、ＣＨ２またはＣ＝Ｏであるとき、ＺはＹとの単結合を形成
し；
ただし、ＹがＣであるとき、Ｒは、Ｈ、ＯＨまたはＮＨ２であり、あるいは、ＲはＯであ
り、かつ、Ｙとの二重結合を形成し；
Ａは、Ｈ、ＯＨ、ＳＨ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、ＮＨ、ＣＨ、ＣＨ２またはＣ＝Ｏであり、
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Ｄは、Ｈ、ＯＨ、ＳＨ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、ＮＨ、ＣＨ、ＣＨ２またはＣ＝Ｏであり、
Ｅは、ＣＨ２、ＣＨ、Ｎ、ＮＨ、ＣまたはＯであり、
Ｇは、Ｈ；Ｏ、ＮＨ２；またはＯＨであり、
Ｊは、Ｈ、ＯＨ、ＳＨ、Ｏ、Ｓ、Ｎ、ＮＨ、ＣＨ、ＣＨ２またはＣ＝Ｏであり、
Ｑは、ＣＨ２、ＣＨ、Ｎ、ＮＨまたはＯであり、
ｎは０または１であり、
ただし、Ｊが、Ｈ、ＯＨまたはＳＨであり、かつ、Ｄが、Ｈ、ＯＨまたはＳＨであるとき
、Ａ、ＥおよびＧは存在せず；
ただし、Ｄが、Ｈ、ＯＨまたはＳＨであり、かつ、Ａが、Ｈ、ＯＨまたはＳＨであるとき
、ＥおよびＧは存在せず；
ただし、ＤがＮまたはＣＨであるとき、ＤはＥとの二重結合を形成し；
ただし、Ｄが、Ｏ、Ｓ、ＮＨ、ＣＨ２またはＣ＝Ｏであるとき、ＤはＥとの単結合を形成
し；
ただし、ＤがＥとの二重結合を形成するとき、ＡはＥとの単結合を形成し；
ただし、ＡがＥとの二重結合を形成するとき、ＤはＥとの単結合を形成し；
ただし、ＡがＮまたはＣＨであるとき、ＡはＥとの二重結合を形成し；
ただし、Ａが、Ｏ、Ｓ、ＮＨ、ＣＨ２またはＣ＝Ｏであるとき、ＡはＥとの単結合を形成
し；
ただし、ＥがＣであるとき、Ｇは、Ｈ、ＯＨまたはＮＨ２であり、あるいは、ＧはＯであ
り、かつ、Ｅとの二重結合を形成する）
を有し、また、
前記組成物がその医薬的に許容され得る塩または水和物である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ｍが０であり、ＸがＮＨであり、ＹがＣであり、ＺがＮであり、かつ、ＲがＳＨである
、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　ｍが０であり、ＸがＳであり、ＹがＣＨ２であり、ＺがＳである、請求項６に記載の方
法。
【請求項９】
　ｍが０であり、ＸがＮＨであり、ＹがＯであり、かつ、ＺがＣＨ２である、請求項６に
記載の方法。
【請求項１０】
　ｍが０であり、ＸがＮＨであり、ＹがＣであり、ＲがＯであり、かつ、ＺがＮＨである
、請求項６に記載の方法。
【請求項１１】
　ｍが０であり、ＸがＣ＝Ｏであり、ＹがＮＨであり、かつ、ＺがＣ＝Ｏである、請求項
６に記載の方法。
【請求項１２】
　ｍが０であり、ＸがＳであり、ＹがＮであり、かつ、ＺがＣＨである、請求項６に記載
の方法。
【請求項１３】
　ｍが１であり、ＸがＮであり、ＹがＣＨであり、ＺがＣＨであり、かつ、ＬがＮである
、請求項６に記載の方法。
【請求項１４】
　ｍが１であり、ＸがＳであり、ＹがＣＨ２であり、ＺがＣＨ２であり、かつ、ＬがＮＨ
である、請求項６に記載の方法。
【請求項１５】
　ｎが０であり、ＱがＣＨであり、ＤがＳであり、ＥがＣＨであり、かつ、ＡがＮである
、請求項６に記載の方法。
【請求項１６】
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　ｎが０であり、ＱがＣＨであり、ＤがＮであり、ＥがＣＨであり、かつ、ＡがＳである
、請求項６に記載の方法。
【請求項１７】
　ｎが０であり、ＱがＮであり、ＤがＯであり、ＥがＣＨであり、かつ、ＡがＣＨである
、請求項６に記載の方法。
【請求項１８】
　ｎが０であり、ＱがＣＨであり、ＤがＮＨであり、ＥがＣであり、ＧがＯであり、かつ
、ＡがＮＨである、請求項６に記載の方法。
【請求項１９】
　ｎが０であり、ＱがＣＨであり、ＤがＣＨであり、ＥがＣＨであり、かつ、ＡがＮＨで
ある、請求項６に記載の方法。
【請求項２０】
　ｎが０であり、ＱがＣＨであり、ＤがＮＨであり、ＥがＣであり、かつ、ＡがＣである
、請求項６に記載の方法。
【請求項２１】
　ｎが１であり、ＱがＣＨ２であり、ＤがＯであり、ＥがＣＨ２であり、ＡがＣＨ２であ
り、かつ、ＪがＮＨである、請求項６に記載の方法。
【請求項２２】
　ｎが１であり、ＱがＣＨであり、ＤがＣＨであり、ＥがＣＨであり、ＡがＣＨであり、
かつ、ＪがＮである、請求項６に記載の方法。
【請求項２３】
　前記組成物が、
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【化２】

および
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【化３】

またはそれらの組合せからなる群から選択される、請求項６に記載の方法。
【請求項２４】
　認知の前記強化がさらに、記憶を前記個体において強化することとして定義される、請
求項１に記載の方法。
【請求項２５】
　ダウン症候群を持つ前記個体における認知を強化する方法である、請求項１に記載の方
法。
【請求項２６】
　認知の前記強化がさらに、記憶を前記個体において強化することとして定義される、請
求項２５に記載の方法。
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